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社 会福祉施 設等に おける吹付けアスベス ト拓 綿)等使用実態調査に? いて 傭 頼)

社 会 福祉 施 設 等 に お け るアス ベス トく石 綿 )対策 に つ いて は､ 従 来 よ り､ ｢建築物 内 に

使用 され て い るア ス ベ ス トに係 る 当面 の 対 策 に つ い て｣ (昭和 63 年 2 月 16 日付社 施

第柑号)､ ｢社会福祉施設等施設整備 にお ける大規模修繕等の取扱 い につ いて｣ (昭和63
年5 月20 日付社施策 79号)､ ｢社会福祉施設 のアスベス ト処理工事に係 る国庫負担 (補助)

協議 に つ いて｣ (昭 和郎 年 5 月20 日付社 施 第80号 ) 等 に よ り適 切 な対 応 を お願 い して き

たと こ ろ で す ｡

昨 今 ､ 事 業所 等 で の アスベ ス ト(石綿 )被 害 が社 会 問題化 してい る こ とに 鑑み ､ 施設入

所者等 の安全対策 に万全 を期すために ､ 社会福祉施設等にお ける吹付 けア スベス ト(石

綿)等 使用稟 態 調査 を実 施す る ことと しま した ｡

つ きま して は､ 別紙 r社 会福祉 施設 等 に お け る吹付 けア スベ ス ト(石 綿 )等 使用 実態調

査要 領｣ に基 づ き ､ 調 査表 を作 成の上 ､ 平 成 17年 柑 月31 日 (月)まで に提 出 していただ く

ようお願 い いた します ｡

また､ 貴都道府 県 ･ 指定都市 ･ 中核市 におかれては､ 建築関係部局､ 環境関係部局､

保健衛生関係部局 と十分連携の上 ､ 所轄の社会福祉施設等に対 し､ 調査 を依頼す るとと

もに ､ 取 りま とめ て 頂 きます よ うお敵 い いた します ｡

なお､ 社会福祉施設等の設置者等に対 して ､ 調査の結果 ､ 特に露出面 に吹付けアスベ

スト類 等が あ り､ 安 定 して いて飛散 の恐れ が な い場 合 で あ って も､ 破 損 の 際 に は､ アス

ベス ト繊椎 が飛散 す る 恐れが あ るこ とか ら､ 職 員 ､ 入 所者等 に周知 徹底 を 図 る とと もに､

アス ベス ト繊 維 が 飛散 しな いよ う施設 の適 切 な維 持 管理 を行 うよ う指 導 願 います ｡



( 別紙)

社会福祉施設等における吹付 けアスベス ト(石綿 )等使用実態調査要領

1 調査対象施設及び提 出先 (照会 先)
｢別 紙 1 ｣ に よる｡

2 調査対象建材等

( 1 ) 調査対象建材

平成 8 年度 以前 に竣エ した建築物 (改修 工事 も含 む ｡) に使用 されている､ 次 に

掲 げる もの｡ (以下 ､ ｢ア スベ ス ト(石綿 )等｣ と い う｡)

① 吹付 けアスベス ト(石綿)等

石綿障害予防規則 (平成17年 2 月24 日厚生労働省令第2一号 ) 第 2 乗算 1 項に定め

るアスベス ト(石綿 )等で ､ 建築物の壁 ､ 杜 ､ 天井等 に吹き付 け られ たもの｡

※ いわゆ る ｢吹付 けアス ベス ト(石 綿) ｣､ ｢吹付 け ロッ クウー ル｣ 及 び r吹 付 けひ る石 (バ

ー ミキ ュライ ト)｣ 等 と呼 ばれ て いる もの で､ 含有す る石 綿 の重 量が 当該 製品 の重量 の 1 %
●

を超 え るもの ｡

② 折板裏打ちアスベス ト(石綿)断 熱材

鋼 板 製 屋 根用折 板等 に主 と して 結 露防止 等 の た め に弓長り付 け られ た もので､ ア ス

ベス ト(石 綿)を含 有す る製 品 ｡

( 2 ) 調査対象建材の特定方法

設計図書等 に基づき､ その建築物 に使用 されて いる建材が調査対象建材に該当す る

か否かについて検討 を行 い､ 調査対象建材及びその使用部位 を特定する｡ その際､ い

わ ゆ る r吹付 けアス ベス ト(石綿 )｣ 又 は ｢吹 付 け ロック ウール ｣ と呼 ばれ てい るもの

については､ 下記に示す品目例 に示す ものに該当するか否かが ､ 一つの具体的判断基

準 と考 え られ る｡ た だ し､ この 品 目例 の他 にも調 査 対 象 建 材 に該 当す る ものが ある可

能 性 が あ るの で､必要 に応 じて分 析 調査 を行 い､調 査 漏 れ の な いよ うに留意す る こと｡

また ､ 調査 に当たっては ､ 現地で 目視 によ り調査対象建材 の状態を確認する (ただ

し､ 囲 い 込み 状態 ( 4 ③ 参 照 ) に ある もの等 ､ 隠 ぺ い され て いる もの で､ 点検 ロが

な く､ 壁 又は天井等 を一部撤去 する必要が ある等 ､ 目視 による確認が困難なものは こ

の 限 りで はな い｡ また､ 調査 時 にば く霹 しな い よ う十 分 注意 す る こ と｡)｡

O ｢吹 付 け アスベス ト(石綿) ｣､ ｢吹付 け ロック ウー ル｣ 品 目例

｢別 紙 2 j に示す 30品 目 (吹 付 け アス ベス ト(石 綿) 白品 目､ アス ベ ス ト(石綿 ) を含

有 す る吹 付 け ロック ウー ル 17品 目及 び湿 式アス ベ ス ト(石 綿) 含 有吹 き付 け材 4 品 目)

(品 目 に つ いて は､ く財 ) 日本 建 築 セ ンター の r既 存 建 築 物 の 吹 付 け アス ベス ト粉 じ

ん飛散防止処理技術指針 ･ 同解言凱 ､ (社 )日本石綿協 会の ｢既存建築物における石綿

使用の事前診断監理指針 (平成17年 4 月) ｣ 及び環境省 の ｢吹付 け石綿の使用の可能性

の あ る建 築 物の把握 方法 につ いて｣ 等 を参 考 に作 成 した もの ｡)
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注 ) なお ､ ｢折 板裏 打 ち アス ベス ト(石綿 )断 熱 材 ｣ 及 び ｢吹 付 けひ る石 (バ ー ミキ ュ ライ

ト)｣ 等 と呼 ばれ て い る もの に つ いて は ､ 判 断 基 準 の参 考 とな る資 料 を示 す ことが で

きないので ､ 調査対象建材の特 定に当た っては ､ 必貫に応 じて分析調査 を行い､ 調査

漏 れ の な い よ うに留意 す る こ と｡

3 調査表提出期限

平成 1 7 年 1 0 月 8 1 日 (月 )

注 1 ) 調査表の提 出に 当た っては ､ 苫xcel で作成 の上､ r総括表 ( 4 (2 ))｣ のみ を郵

送 及 び メー ル に て各 提 出先 に提 出 いた だ くと と もに ､ r個 表 (4 ( 1 )〉｣ に つ いて

は各都道府県市 において適切 に保管 された い｡

注 2 ) 迅速 な状 況把 握 が求 め られ る こ とか ら､ 平 成 1 7 年 9 月 2 6 日 (月 ) まで に､ そ

れまで に各都道府県市で集計 した分に ついて中間的に ご提出下 さい ｡

4 調 査実施 方法

( 1 ) ｢個 表｣ につい て

1 に示す ｢調査対象施設 J が有する建築物 に使用 され ている建材の うち､ 2 ( 1 )

に示す ｢調査対象建材等｣ に該当す るものを特定 し､ 次に掲 げる項 目について ､ それ

ぞれ各調査対象施設 ごとに別紙 3 (個表様式) の調査表 に記入する｡

調査 表 の 件成 に当 た って は ､ ｢吹付 けア スベ ス ト(石綿) J､ ｢吹付 け ロ ック ウー ル｣､

｢ 吹付 けひ る石 (バー ミキ ュラ イ ト)｣､ ｢折 板 裏 打 ちアス ベス ト(石 綿)断 熱 材｣ 等 ､ 全

てのアスベス ト(石綿 )の使用状 況等 ､ 及 び 2 ( 1 ) ①の ｢吹付 けアスベ ス ト(石綿)等J

の うち､ ｢吹付 けアス ベ ス ト(石 綿 )｣ 及 び ｢吹付 け ロック ウー ル｣ の み の 使用 状 況等

について ､ それぞれ別業の様式 で作成す ること｡

その際 ､ それぞれの様式の左上の該当欄 の該 当項 目に○印を付す こと｡

① 施設種別ごとの床面積の合計

(参 'アスベス ト(石綿)等が使用 され ている室数並 びにその室及び通路 部分のそれぞれ

の面積の合計｡

③ ②に示す ものの うち ､ ｢封 じ込め状態知T｣ 又 は ｢囲 い込み状態削 ｣ (以下 ｢措置済

状態J という｡) に ある室 数並びにその室及び通路部分のそれぞれ の面積の合計 ｡

※ ア ｢封 じ込 め 状 態 ｣ ･‥吹 付 け ア ス ベ ス ト(石 綿 ) 等 をそ の ま ま 残 し､ 薬 剤 等 に よ りア ス ベス

ト等の表層等 を固草化 して､ 粉 じんが飛散 しな い状 態｡

※イ ｢囲 い込み状態 ｣ ‥･吹 付 けアス ベス ト(石綿 )等 が使用空 間に露 出 しな い よ うに壁 ､ 天井

等で完全 に覆われ ､ 粉 じんが飛 散 しな い状 態｡

④ ② に 示す もの の うち､ ｢措置 済 状態 ｣ で は な いが ､ 吹付 けア ス ベ ス ト(石綿 )等の

損 傷 ､ 劣化等 に よる アス ベス ト(石綿 )等 の 粉 じんの 飛散 に よ り､ ば く露 の恐れ がな

い室数並びにその室及び通路部分のそれぞれの床面積の合計｡
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⑤ ② に示 す もの の うち ､ ｢措 置 済 状態 ｣ で は な く､ 吹 付 け ア ス ベ ス ト(石綿)等 の損

傷 ､ 劣化 等 に よる アス ベ ス ト(石 綿)等 の 粉 じん の 飛 散 に よ り､ ぱ く露 の恐れ が あ る

室数並びにその室及 び道路部 分のそれ ぞれの床面積 の合計 ｡

な お ､ ｢⑤ ｣ に該 当 す るも の は､ 直 ち に ア ス ベス ト(石 綿 )等 の 除去 を行 うな ど､

法令等 に基づき適切 な措置を講 じること ｡

( 2 ) ｢総括表 ｣ について

都道府県 ･指定都市 ･ 中核市に おいては､ 社 会福祉施設等か ら提 出された ｢個表 ｣ を

別額 3 (総括 表様 式 ) に取 りま とめ の上 提 出 して くだ さい ｡
I

① 管内社会福祉施設等の施設種別 ごとの施設数及び床面積 の合計

② - 1 管内社会福祉施設等の うち､ アスベス ト(石綿 )等が使用 され ている施設数と

室 面積の合計

② - 2 ② - 1 に示 す もの の うち ､ ア スベ ス ト(石 綿)等が 使 用 され て い る室数並 び に

その室及び道路部 分のそれ ぞれの面積の合計

③ - 1 ② - 1 に示す ものの うち､ ｢措置済状態｣ にあ る施設数 と室面積の合計

③ - 2 ② - 2 に示す ものの うち二｢措置済状態J にある室数 並びに その室及 び通路

部分のそれぞれ の面積の合計

④ - 1 ② - 1 に示す ものの うち ､ ｢措置済状態 ｣ では ないが ､ 吹付けアスベス ト(石

綿) 等 の損傷 ､ 劣 化 等 に よ るア スベ ス ト(石 綿 )等 の 粉 じん の 飛 散 に よ り､ ば く

露 の恐れがない施設数 と室 面積の合計

J

④ - 2 ② - 2 に示す ものの うち ､ r措置済状態 ｣ ではないが ､ 吹付 けアスベス ト(石

綿 )等 の損傷 ､ 劣化 等 に よ るアス ベ ス ト(石 綿 )等 の粉 じん の 飛散 に よ り､ ば く

霧の恐れがなし､室数並びにその室及び通路部分のそれぞれの面積の合計

⑤ - 1 ② - 1 に示 す ものの うち ､ ｢措置 済 状 態｣ で は な く､ 吹 付 けア ス ベス ト(石綿)

等 の損傷 ､ 劣化 等 に よる ア スベ ス ト(石綿)等 の 粉 じん の 飛散 に よ り､ ぱ く霹 の

恐れがある施設数 と室面積の合計

⑤ - 2 ② - 2 に示す ものの うち ､ r措置 済 状 態｣ で はな く､ 吹 付 けアス ベス ト(石 綿 )

等 の損 傷 ､ 劣化 等 に よ るア ス ベス ト(石綿 )等 の粉 じん の 飛散 によ り､ ぱ く露 の

恐れがある室数並びにその室及び道路部分のそれぞれ の面積の合計
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5 その他

ア スベ ス トはそ の 繊維 が 空 気 中に浮 遊 した 状 態 に あ る と危 険 で あ る と いわ れ てお り､

通 常の使用状態では ､ 板状 に固め られた建材の危険性 は低 いと考 え られ るため ､ アスベ

ス ト(石綿)を含有す るボー ド類 ､ 床材 及び保温材 等は ､ 本調査対象外 と している｡ これ

らについても､ 建築物の解体工事等をする場合 の労働者保護の観点か ら､ 関係法令等に

基づ き適切に対処す る必要が あ り､ 石綿障害予防規 則 (平成17年 2 月24 日厚生労働省令

第 2 1号 ) 第 8 条等の趣 旨を踏まえ ､ これ らの使用 状況について､ 把 捉に努め る必要があ

る ので 注意 す る こ と｡

なお､ 参考資料 と して (社 ) 日本石綿協会の ｢既存建築物における石綿使用 の事前診

断監理指針 (平成 17年 4 月)｣ の抜粋 を添付す るので参考 にする こと (別紙 4 ) ｡

6 参考資料

･ r吹付け石綿の使用の可能性のある建築物の把握方 法に ついてJ (環境省 地方 自治体

向け手引き)【叫p:〟w w w .env.goj脚 ose山1aw /0 1.pdf】
･ ｢建築物解体等 に伴 う石綿飛散防止対策につ いて｣ (環境省 事業者向 け手引き) 1/2

【b t申:〝ⅣⅥW .en V .g O j p /ai血 se〟1aw 伯乙 1.p d口

･ ｢建築物解体等に伴 う石 綿飛散防止対策につ いて｣ (環 境省 事業者向 け手引き) 2/2

【I出p〟w w w .env.gojp佃 〟ose〟1a血02J .p df】

･ ｢既存建築物の吹付 けアスベス ト粉 じん飛散 防止処理 技術指針 ･ 同解説｣ ((財 ) 日本

建 築 セ ン ター )

･ 石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関一覧 (別紙 5 )
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